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「
ｉ
Ｄ
ｅ
Ｃ
ｏ+

」の
概
要

を
教
え
て
く
だ
さ
い
。

「
ｉ
Ｄ
ｅ
Ｃ
ｏ
＋
」は
ど
う
い
っ
た
内
容
で
、

ど
の
よ
う
な
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
の
で
す
か
。

　
ｉ
Ｄ
ｅ
Ｃ
ｏ（
個
人
型
確

定
拠
出
年
金
）に
加
入
し

て
い
る
従
業
員
の
掛
金

に
、
企
業
が
掛
金
を
追
加
し
て
拠
出
で

き
る
制
度
で
す
。

今
年
８
月
末
に
、
ｉ
Ｄ
ｅ
Ｃ
ｏ
の
加
入
者

は
１
０
０
万
人
を
突
破
し
ま
し
た
。
加
入
者

の
な
か
に
は
、
中
小
企
業
に
勤
め
て
い
る
人

も
多
く
い
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

従
業
員
が
ｉ
Ｄ
ｅ
Ｃ
ｏ
に
加
入
し
て
い
る

場
合
、
中
小
企
業
の
事
業
主
が
従
業
員
の
掛

金
に
追
加
し
て
拠
出
で
き
る
中
小
事
業
主
掛

金
納
付
制
度（
次
ペ
ー
ジ
図
表
）が
今
年
の
５

月
に
で
き
ま
し
た
。

事
業
主
が
掛
金
を「
プ
ラ
ス
」す
る
こ
と

で
、
従
業
員
の
老
後
の
安
心
も「
プ
ラ
ス
」で

き
る
と
い
う
趣
旨
か
ら
、今
年
の
８
月
に「
ｉ

Ｄ
ｅ
Ｃ
ｏ+
」（
イ
デ
コ
プ
ラ
ス
）と
い
う
愛

称
も
決
ま
り
ま
し
た
。
中
小
企
業
が「
ｉ
Ｄ

ｅ
Ｃ
ｏ+

」を
導
入
す
る
に
は
一
定
の
要
件

（
後
述
）を
満
た
す
必
要
が
あ
り
ま
す
。

「
ｉ
Ｄ
ｅ
Ｃ
ｏ+

」の
導
入
は
、
企
業
の
福

利
厚
生
を
充
実
さ
せ
、
ひ
い
て
は
従
業
員
の

定
着
に
も
つ
な
が
っ
て
い
く
こ
と
が
期
待
さ

れ
ま
す
。
ま
た
、
ｉ
Ｄ
ｅ
Ｃ
ｏ
に
は
、
税
制

上
の
優
遇
が
あ
り
ま
す
が
、「
ｉ
Ｄ
ｅ
Ｃ
ｏ

+

」の
場
合
も
、
加
入
者
の
掛
金
は
本
人
の

所
得
か
ら
控
除
さ
れ
る
な
ど
の
メ
リ
ッ
ト
が

あ
り
ま
す
。
加
え
て
、
事
業
主
の
掛
金
も
企

業
が
負
担
す
る
支
出
と
し
て
、
損
金
算
入
で

き
ま
す
。

「
ｉ
Ｄ
ｅ
Ｃ
ｏ+

」は
、
従
業
員
が
ｉ
Ｄ
ｅ

Ｃ
ｏ
の
加
入
者
で
あ
る
こ
と
が
前
提
で
す

が
、
ｉ
Ｄ
ｅ
Ｃ
ｏ
に
加
入
し
た
く
な
い
従
業

員
に
は
、
加
入
の
強
制
は
で
き
ま
せ
ん
。

　
中
小
企
業
で
あ
れ
ば
、
ど

こ
で
も
導
入
・
実
施
で
き

る
の
で
し
ょ
う
か
？

ど
の
く
ら
い
の
規
模
の
中
小
企
業
が
該
当

す
る
の
で
す
か
。
そ
れ
以
外
に
も
要
件
が
あ

れ
ば
教
え
て
く
だ
さ
い
。

　
従
業
員
が
１
０
０
人
以
下

の
企
業
で
あ
る
こ
と
以
外

に
も
、
い
く
つ
か
の
要
件

が
あ
り
ま
す
。

加
入
要
件
は
次
の
と
お
り
で
す
。

⑴
従
業
員（
厚
生
年
金
被
保
険
者
）が
１
０
０

人
以
下
で
あ
る
こ
と
。
複
数
の
事
業
所
を

A1

A2

Q1

Q2

今の私に
できること

中小企業の社長  山下さん

山下社長は、最近iDeCoの加入者が100万人を突破したこ
とをニュースで知りました。そんなときに知り合いから
iDeCo加入者が対象の「iDeCo+」（イデコプラス）制度の存
在を教えてもらったことを思い出し、興味を持ちました。

今月のテーマ

（中小事業主掛金納付制度）

皆さんは社会人になったとき、転職するとき、結婚や
出産を迎えたときといった、さまざまなタイミングで
年金について考えるかと思います。このコーナーでは、
年金の仕組みや増やし方など役立つ情報を紹介し、質
問者の年金に対する不安や疑問を解消していきます。

第 9回

イラスト/坂木浩子

イ デ コ プ ラ ス

(C) 2018 日本医療企画.
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A3

Q3
経
営
し
て
い
る
場
合
、
全
事
業
所
の
従
業

員
の
合
計
が
１
０
０
人
以
下
で
あ
る
こ
と

⑵
企
業
年
金（
企
業
型
確
定
拠
出
年
金
、
確

定
給
付
年
金
等
）を
実
施
し
て
い
な
い
こ

と
⑶
労
使
合
意
が
あ
る
こ
と

ま
た
、
事
前
に
説
明
を
し
た
う
え
で
、
ｉ

Ｄ
ｅ
Ｃ
ｏ
に
加
入
し
て
い
る
従
業
員
の
同
意

を
得
る
こ
と
も
重
要
で
す
。
同
意
が
得
ら
れ

な
い
従
業
員
に
つ
い
て
は
、
強
制
で
き
ま
せ

ん
。事

業
主
は
こ
れ
ら
の
条
件
を
満
た
し
、「
ｉ

Ｄ
ｅ
Ｃ
ｏ+

」を
導
入
す
る
場
合
、
必
要
事

項
を
掲
載
し
た
書
類
を
、
国
民
年
金
基
金
連

合
会
に
２
部
届
け
出
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん

（
う
ち
、
１
部
は
国
民
年
金
基
金
連
合
会
を

経
由
し
て
地
方
厚
生（
支
）局
に
届
け
出
が
な

さ
れ
ま
す
）。
ま
た
、
従
業
員
の「
増
減
」「
氏

名
」「
掛
金
額
」等
の
変
更
が
あ
れ
ば
そ
の
つ

ど
、
変
更
内
容
を
記
載
し
た
書
類
を
導
入
時

と
同
様
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　
「
ｉ
Ｄ
ｅ
Ｃ
ｏ+

」
を
導

入
・
実
施
す
る
に
あ
た
り
、

ほ
か
に
留
意
点
は
あ
り
ま

す
か
？

加
入
要
件
は
ク
リ
ア
で
き
そ
う
で
す
が
、

実
施
し
て
い
く
う
え
で
、
特
に
気
を
つ
け
て

お
く
べ
き
点
は
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

　
掛
金
の
納
付
方
法
に
留
意

し
て
く
だ
さ
い
。
従
業
員
の

掛
金
と
事
業
主
の
掛
金
を
、

事
業
主
が
取
り
ま
と
め
て
毎
月
納
付
し

ま
す
。

掛
金
の
納
付
は
、
加
入
者
の
納
付
と
同
じ

時
期
に
行
い
ま
す
。
加
入
者
掛
金
は
原
則
給

与
天
引
き
で
す
。

加
入
者
が
年
単
位
で
拠
出
を
行
う
人
の
場

合
は
、
月
ご
と
の
事
業
主
掛
金
の
納
付
合
計

額
も
異
な
り
ま
す
。「
ｉ
Ｄ
ｅ
Ｃ
ｏ+

」に
は

前
納
や
追
納
が
な
い
点
も
押
さ
え
て
お
き
ま

し
ょ
う
。

企
業
年
金
の
な
い
企
業
に
勤
め
て
い
る
人

の
場
合
、
ｉ
Ｄ
ｅ
Ｃ
ｏ
で
拠
出
で
き
る
掛
金

額
は
２
万
３
０
０
０
円
が
上
限
で
す
。「
ｉ

Ｄ
ｅ
Ｃ
ｏ+

」を
導
入
し
た
場
合
も
、
加
入

者
の
掛
金
と
事
業
主
の
掛
金
の
合
計
金
額

が
、
月
額
５
０
０
０
円
以
上
２
万
３
０
０
０

円
以
下
に
な
る
よ
う
に
設
定
し
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。
な
お
、
事
業
主
掛
金
が
加
入
者

掛
金
を
上
回
る
こ
と
は
可
能
で
す
。

事
業
主
は
掛
金
の
金
額
を
、
従
業
員
の
一

定
資
格（
職
種
・
勤
続
期
間
）ご
と
に
定
め
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
の
た
め
、
差
別
的
な

取
り
扱
い
に
な
ら
な
い
よ
う
に
留
意
し
ま

し
ょ
う
。
な
お
、
事
業
主
が
加
入
者
の
掛
金

ま
で
拠
出
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

「iDeCo+」は、中小企業の事業主
の私と従業員の両方にメリットが
ある制度だということがよくわか
りました。「iDeCo+」の導入によ
り、自社の福利厚生を充実させる
ことで、優秀な人材の確保につな
げていきたいです。

「iDeCo＋ 」を
導入しよう！

図表　「iDeCo+」の概要

国民年金基金連合会（iDeCo実施機関）

従業員 事業主iDeCo加入 「iDeCo＋」導入

事業主掛金
プラス！

加入者掛金加入者掛金

※拠出対象者となる従業員の同意が必要です。同意が得られない従業員については、強制できません。

iDeCo普及推進キャラクター
「イデコちゃん」

＋
掛金は原則給与天引き

まとめて納付

(C) 2018 日本医療企画.




